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国
民
健
康
保
険
制
度
の
安
定
化

の
た
め
、
平
成
30
年
４
月
か
ら
愛

知
県
が
東
浦
町
と
と
も
に
国
民
健

康
保
険
の
運
営
を
行
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
現
在
、
国
民
健
康
保

険
に
加
入
し
て
い
る
方
が
、
改
め

て
手
続
き
を
行
う
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。
資
格
の
届
出
、
保
険
給
付

の
申
請
な
ど
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お

り
、
役
場
保
険
医
療
課
の
窓
口
で

行
い
ま
す
。
保
険
税
も
こ
れ
ま
で

ど
お
り
町
へ
納
め
て
い
た
だ
き
、

保
健
事
業
な
ど
も
引
き
続
き
町
が

行
い
ま
す
。

●
主
な
変
更
点

・
愛
知
県
が
財
政
運
営
の
責
任
主

体
と
な
り
、
国
保
運
営
の
中
心

的
な
役
割
を
担
う

・
平
成
30
年
８
月
の
保
険
証
の
一

斉
更
新
か
ら
は
、
新
し
い
保
険

証
に
県
名
が
入
る
な
ど
様
式
の

一
部
が
変
更

・
高
額
療
養
費
の「
多
数
回
該
当

（
注
１
）」
の
通
算
方
法
が
変
更

（
同
じ
県
内
で
住
所
異
動
を
し

た
場
合
、
異
動
前
の
支
給
回
数

が
通
算
さ
れ
る
。）

（
注
１
）多
数
回
該
当
と
は
…

　

過
去
12
か
月
間
に
、
同
じ
世
帯

で
高
額
療
養
費
の
支
給
が
４
回
以

上
あ
っ
た
時
、
自
己
負
担
限
度
額

が
引
き
下
げ
ら
れ
る
制
度

●
こ
れ
ま
で
ど
お
り

　
町
が
行
う
こ
と

・
国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
喪
失

な
ど
の
手
続
き
や
、
保
険
証
に

関
す
る
こ
と

・
高
額
療
養
費
の
申
請
や
出
産
育

児
一
時
金
、
葬
祭
費
な
ど
給
付

に
関
す
る
こ
と

・
保
険
税
の
賦
課
・
徴
収
に
関
す

る
こ
と

・
特
定
健
診
な
ど
の
保
健
事
業

●
税
率
が
変
わ
り
ま
す

　

法
律
の
改
正
に
よ
り
、
平
成
30

年
度
か
ら〝
国
民
健
康
保
険
の
財

政
運
営
の
主
体
〞
が
市
町
村
か
ら

都
道
府
県
に
変
わ
り
ま
す
。
こ
れ

に
伴
い
、
東
浦
町
は
、
愛
知
県
か

ら
示
さ
れ
る〝
国
民
健
康
保
険
事

業
費
納
付
金（
注
２
）〞
を
納
付
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
納
付
金
は
、
国
民
健
康
保

険
税
で
賄
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

現
在
の
税
率
で
は
県
か
ら
示
さ
れ

た
納
付
金
に
は
足
り
ず
、
税
率
を

引
き
上
げ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
町
で
は
、
県
か
ら

示
さ
れ
た
標
準
保
険
料
率
を
参
考

に
、
税
率
を
変
更
し
て
い
き
ま
す
。

（
注
２
）国
民
健
康
保
険

　
　
　

事
業
費
納
付
金
と
は
…

　

都
道
府
県
ご
と
に
過
去
の
保
険

給
付
費
な
ど
の
状
況
お
よ
び
30
年

度
の
保
険
給
付
費
の
推
計
か
ら
算

定
さ
れ
、
県
か
ら
市
町
村
ご
と
の

割
り
当
て
が
示
さ
れ
ま
す
。
市
町

村
に
お
け
る
加
入
者
の
所
得
や
医

療
費
水
準
に
よ
り
増
減
す
る
仕
組

み
に
な
っ
て
お
り
、
所
得
や
医
療

費
が
高
い
市
町
村
は
納
付
金
の
割

り
当
て
が
多
く
な
り
ま
す
。

●
資
産
割
を
廃
止
し
ま
す

　

次
の
理
由
な
ど
か
ら
資
産
割
を

廃
止
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

①
将
来
、
県
が「
所
得
割
」、「
均
等

割
」、「
平
等
割
」の
３
方
式
で
の

統
一
を
目
指
し
て
い
る
こ
と

②
町
内
に
あ
る
資
産
に
の
み
算
定

さ
れ
、
町
外
の
資
産
に
つ
い
て

は
対
象
外
と
な
り
、
納
税
者
の

間
に
不
公
平
感
が
あ
る
こ
と

③
居
住
用
財
産
し
か
無
く
、
か
つ

所
得
が
な
い
高
齢
者
世
帯
な
ど

に
と
っ
て
は
負
担
が
大
き
い
こ

と
④
資
産
を
有
す
る
こ
と
が
担
税
力

を
有
す
る
と
は
言
え
な
く
な
っ

て
き
た
こ
と

●
今
後
の

　
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て

　

県
か
ら
示
さ
れ
る
標
準
保
険
料

平成29年度と平成30年度の税率等比較表

　
医療分 後期高齢支援金分 介護分

H29 H30 H29 H30 H29 H30

所得割 4.4% 5.1% ２% 2.1% １% 1.25%

資産割 15% 廃止 12% 廃止 ２% 廃止

均等割 26,000円 26,700円 2,000円 3,900円 7,000円 7,900円

平等割 30,000円 27,900円 10,000円 9,300円 6,000円 6,000円

国民健康保険税の
税率が変わります

平成30年度から
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率
は
１
年
ご
と
に
見
直
さ
れ
、
町

の
国
民
健
康
保
険
税
率
も
２
年
ご

と
に
見
直
し
ま
す
。
現
在
の
保
険

税
率
で
は
県
か
ら
示
さ
れ
た
納
付

金
に
は
足
り
ず
、
税
率
を
引
き
上

げ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
急
激
に
税
率
を
引
き

上
げ
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
た
め
、
緩
和
策
と
し
て

段
階
的
な
税
率
の
引
き
上
げ
と

し
ま
す
。
平
成
36
年
度
ま
で
は
税

収
だ
け
で
は
足
り
な
い
部
分
を

不
測
の
保
険
給
付
費
の
支
払
い

に
備
え
て
担
保
し
て
い
た
繰
越

金
と
、
国
民
健
康
保
険
税
以
外
の

収
入
で
あ
る
繰
入
金
で
賄
い
ま

す
。
そ
し
て
、
平
成
36
年
度
か
ら

は
納
付
金
額
の
全
額
を
受
益
者

負
担
で
賄
う
予
定
で
す
。

　

町
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
、
特

定
健
診
や
疾
病
の
予
防
対
策
の
た

め
の
保
健
事
業
を
充
実
さ
せ
な
が

ら
、
医
療
費
の
適
正
化
に
努
め
て

ま
い
り
ま
す
。
国
民
健
康
保
険
制

度
お
よ
び
国
民
健
康
保
険
税
に
つ

い
て
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

・
保
険
証
、
医
療
費
に
つ
い
て

　

保
険
医
療
課　

内
線
１
５
４

・
保
険
税
に
つ
い
て

　

税
務
課　

内
線
１
１
９

・
保
健
事
業
に
つ
い
て

　

保
健
セ
ン
タ
ー

（
８
３
）
９
６
７
７

平成36年度までの国民健康保険税予定（イメージ図）

　４月１日付けで次の地区の連絡所長が新しく

選任されました。任期は平成30年４月１日から

２年です。（敬称略）

石浜西　山
や ま だ

田　隆
たかし

（再任）

藤　江　田
た じ ま

島　由
ゆ み こ

美子（再任）

●問い合わせ　協働推進課　内線２９５

新しい連絡所長が
選ばれました
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